
Throughout the history of the Islamic world, very little is known about females, especially female slaves. Their activities were generally 

not reported in historical sources; especially, they made no mention of female slaves. This paper aims to study female slaves in the Islamic 

world during the fourteenth and fifteenth centuries. This study is based on the following three sources: Alf Layla wa Layla （also known as 

the Arabian Nights）, the travel journal which  known as , the chronicle  （meaning miscellaneous remarks）. These 

sources provide rich information on female slaves, how they were sold, and their marriage, manumission and death. This paper will present 

the following conclusion. Many differences were found among the slaves in terms of their work and social relation. This suggests variety and 

ambiguity of slaves in the society where female slaves could play an important role to go beyond the borders between male and female, and 

free and unfree by their close tie to the masters. 

Key words   : 　　Female Slaves　　Borderless　　Variety

これまでのイスラム史における歴史研究では、女性に関するものは非常に少ない。なぜなら、女性の記述は通常の歴史史料
には現れないためである。特に、記述の非常に稀な女奴隷に焦点を当てられることはほぼなかった。本稿は、その女奴隷に着目
し、イスラム世界の女奴隷の姿の一端を明らかにすることを目的とする。史料として、他史料には記述の稀な女奴隷の仕事、売
買、解放、死の豊富な記録が含まれるアラビア語の説話集『千夜一夜物語』、ウラマー （知識人階層）の旅行記
である『大旅行記』、年代記『日録』を用いる。結論としては、まず女
奴隷が非常に広範な範囲でイスラム社会に浸透し、多様な仕事を担っていたことがあげられる。特に女奴隷にしかできない仕事
の存在は、奴隷が自由人には不可能な社会的職能を担い、性差を跨ぐボーダレスな役割を果たしていたことの現れであるといえ
よう。
キーワード：　　女奴隷　　境界を超える存在　　多様性

はじめに

イスラム史においては、前近代の時代の女性を取り扱った研究は
少ない 1。その理由としては、女性自体に関する記述や女性自身の
手による史料がほとんど存在せず、実態に即した研究が困難なた
めである。それにも関らず、イスラム世界の女性についてはヴェー
ル、隔離や抑圧といったイメージが流布し、中世についても同様の
論調で語られてきた。その中でも女奴隷 2に関する事例は特に少な
く、その実態に即した研究を行うことは困難であった。
加えて、イスラム中世史における奴隷に関する研究においても、
政治や軍事の中心を担ったエリート層の男奴隷（マムルーク）の研究
が中心であり、それ以外の一般の奴隷、特に記述の非常に稀な宦官
や女奴隷に焦点が当てられることはほとんどなかった。
本稿は、その中でも今まで特に研究のなされてこなかった女奴隷
の姿の一端を明らかにすることを目的とする。

Ⅰ．史料解題

既に述べたように、前近代のイスラム史研究において女性に関す
る記述はほとんど存在しない。なぜなら、通常史料として使われる
年代記や伝記集には女性が登場しないからである。そこで、本稿で
は年代記には現れない豊富な女奴隷の事例を有する文学作品、旅行
記を用い、事例を収集した。

本稿で主に取り扱う史料のひとつが、イスラム世界で口承と写
本の二系統により発展し、成立した説話集『千夜一夜物語』
 である 3。日本では『アラビアン・ナイト』の名前でよく知
られるこの説話集の元となる写本系統は、エジプト系とシリア系に
大別されている。エジプト系写本の代表的な版として、東洋文庫版
日本語訳 4の原典でもあるカルカッタ第二版 5などがある。19世紀
以降にヨーロッパでベストセラーとなった英訳のバートン訳や仏訳
のマルドリュス訳もこれらの版に拠っているが、翻訳の時点で大幅
な改変が加えられている。これらのエジプト系写本は、現在知られ
ている千一夜分の話を含むが、物語の舞台である中世に書かれたも
のではなく、19世紀以降に成立したものである点に注意を払う必
要がある。他方、シリア系写本に拠る版として、1994年に出版さ
れたライデン版 6があげられる。校訂者によると、この版は
内容はほぼ40話282夜分を含み、シリアで書き留められたもので
あり、18世紀初頭に出版されたガランの仏語訳 7に使われたパリ写
本を校訂したものであるとする。加えて、14世紀頃に知られてい
たほとんど全ての写本を校合したとされている。ライデン版は、『千
夜一夜物語』のなかでは物語が書き留められた時代・地域が確定し
ている唯一の刊本であるために、同時代の他の史料との比較が可能
となる。
『千夜一夜物語』ライデン版とカルカッタ第二版の関係について述
べると、まずそれぞれシリア系統、エジプト系統という異なる写本
系統に属することがあげられる。次に、成立年代がライデン版は
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14-15世紀、カルカッタ第二版は19世紀という400年の差があると
いうことも大きな違いといえるだろう。加えて物語の収録されてい
る長さも異なる。ライデン版282夜分に対して、カルカッタ第二版
は千一夜分の物語が収録されている。しかし写本系統や成立年代は
異なるが、基本的にライデン版に含まれている物語は細部の違いは
あれども全てカルカッタ第二版にも収録されている。
『千夜一夜物語』は、数少ない民衆の手による史料であり、歴史史
料と異なり女性が頻出する。勿論、『千夜一夜物語』はフィクション
であり、その中に描かれている姿には誇張や語り手の偏見が含まれ
る可能性も考えられる。だが、『千夜一夜物語』には名も知れない作
者や語り手たちの、歴史史料にはあらわれない気負いのない物の
見方や、さまざまな視点がみられる 8。『千夜一夜物語』は、いわゆる
正統的な文学作品ではなく、アラブ世界内部の知識人からは民衆文
学として軽視される傾向があった 9。しかし、この中の奴隷の姿に、
他史料では知ることができない中世のアラブ・イスラム世界におけ
る奴隷像、すなわち当時の人々が奴隷をどう捉えていたのかという
見方が反映されている可能性がある。また、歴史史料と異なり一般
庶民の視点も窺い知ることができるのも、大きな特徴である。
次に、14世紀のベルベル系アラブ旅行家イブン・バットゥータ 

（1304- 68/69 ）が記した『都市の不思議と旅の驚異を見
る人々への贈り物』 
、通称『大旅行記』 （以下、本文においては『大
旅行記』と表記する）について解説する。『大旅行記』は、モロッコ・
タンジール出身のウラマー（知識人階層）、イブン・バットゥータが
1325-1353年にわたりエジプト・シリアなどのマシュリク地方をは
じめ、アフリカ、インド、東南アジアなど当時のイスラム世界の全
域を旅した記録である。当時のマリーン朝君主、アブー・イナーン・
ファーリスが書記に書き取らせたものを、さらに口述筆記を加えな
がら、イブン・ジュザイイが編纂した。本稿では原典として

との校訂によるパリ版 10を使用する。
また、『大旅行記』にも、事実の記録である旅行記の部分と、驚異

譚としての部分が存在することは既に先行研究によって指摘されて
いる通りである。具体的には、イブン・ジュバイル（1145-1217）な
どの先行する旅行記からの借用がみられること 11、旅程に疑問があ
ること 12、架空の驚異譚の叙述が混在すること 13があげられる。
しかし、奴隷の記述については、イブン・バットゥータが各地で
奴隷をどのような存在として捉えたか、また奴隷の購入者、主人と
してこれをどのようにみていたかは当時の一個人の生の視点を示
す、貴重な史料である。また、驚異譚として語られている部分につ
いても、イブン・バットゥータがどのような場にどのような奴隷が
いると考えていたかという視点から分析しうる。ただ、歴史的史料
価値が高いとされるマシュリク（東アラブ）、インドなどの記述と、
低いとされる中国、東南アジアの記述の性格の違いに留意する必要
がある。
最後に、イブン・タウク （1430-1509）の著した年代記『日

録』14は、マムルーク朝期シリアにおいてウラマーであり、
同時に公証人であったイブン・タウクが15世紀末から16世紀初頭
の期間に関して記したもので、年代記ではあるが日記形式で記さ
れている。日記形式という記述方式と、公証人というその仕事のた
め、スルタンや州総督（ナーイブ）15 など配下にある奴隷軍人の軍事
行動や事件の他に、ダマスクスの著名人や彼の知人たちが所有する
一般の奴隷の細かな記録や、彼自身が公証人として関わった売買記
録が多数残されており、通常の年代記とは異なる奴隷の姿が多く見
受けられる。

通常の歴史史料と異なり、女性が頻出するこれらの三つの史料を
用いて、イスラム世界における女奴隷に主眼をおき、女奴隷とはど
のような存在だったのかについて考察してみたい。

Ⅱ．奴隷の定義

まず、女奴隷について論じる前にイスラム世界における奴隷につ
いて概観しておきたい。
イスラムでは奴隷はどのように定義されていたのだろうか。イ

スラム法の第一の法源であるクルアーン（コーラン）において、例え
ば第2章178節に「信仰する者よ，あなたがたには殺害に対する報
復が定められた。自由人には自由人，奴隷 には奴隷，婦人
には婦人と 16」などの章句により、奴隷はアッラーに認められ
たものとされていた 17。預言者ムハンマドの言行録であるハディー
スでも、奴隷に対する親切な取り扱いが繰り返し説かれた。また、
イスラム法では基本的には、他者を奴隷化する手段は、戦争で捕虜
とすることまたは女奴隷の子供であることに限定され、その他の手
段は否定された 18。つまり、生まれてくる子供の身分は母親に従う
とされ、そのうえ自由人の父親が子供を認知すれば、その時点で子
供は自由人となることができた。
イスラム世界における奴隷は、「物」としての性格、つまり売買・

相続・贈与の対象となりうることと、「人」としての性格、例えば主
人の許可があれば結婚が可能であり、また自分の離婚に関しては主
人の強制を拒否できること 19を特徴としてあわせ持つ 20。
次に、軍事奴隷と家内奴隷を主体とし、農業奴隷が少ないことが
第二の特徴としてあげられる。
イスラム初期（7世紀）からマムルーク朝（1250-1517）まで、イス
ラム世界では奴隷に対しての解放や親切な取り扱いが推奨され、ザ
ンジュの乱 21（869-883年）をのぞいては、奴隷反乱も奴隷制に対す
る批判も起こらなかった。
イスラム世界における奴隷制はイスラムが独自に生み出したもの
ではなく、前代からの慣習を継受したものであること、基本的には
クルアーンにより奴隷の存在はアッラーが認められていたとされて
いたことに特に注意しておきたい。

1．法制上の奴隷
イスラム世界において、時代・地域を越えた原則・規範となるク
ルアーンには、どのような形で奴隷への言及がなされているだろう
か。まず、女奴隷に限らず、奴隷に関する記述がある条項をあげる
と、刑罰関連2件 22、解放・善行関連8件 23、婚姻関連6件 24、女性
関連3件 25、その他6件 26に分けられる。
例えば、刑罰関連の条項のうちのひとつ、クルアーン第4章25

節には次のようにある。

あなたがたの中、信者の自由な女を娶る資力のない者は、
汝の右手の所有する27信仰ある女を娶
れ。アッラーはあなたがたの信仰を熟知される。あなたがた
は、（皆）一人の者から次々に（生まれた者で）ある。だから女
性の家族の承諾を得て、かの女らと結婚しなさい。そして妥
当な婚資を、かの女らに贈れ。かの女らが慎ましく、淫らで
なく、また隠した友もないならば。かの女らが妻となった後
に、破廉恥な行いがあれば、懲罰は自由な女に科せられる半
分である 28。

これは、ムスリムの女奴隷との結婚を奨励するものである。奴隷に
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対する刑罰は自由人の半分であることがここに明記されている。これ
は密通の場合だけではなく、奴隷の刑罰一般に適用されていた 29。刑
罰だけでなく、婚資も半分とされている。基本的に、奴隷の刑罰も権
利も自由人の半分であることが定められているともいえるだろう。
次に、解放や善行に関しては、例えば第5章89節には次のよう

に書かれている。

アッラーは、あなたがたの軽はずみな言葉の誓いに対し、
あなたがたを非難されない。だがあなたがたが誓って約束し
たことに対してはその責任を問う。その贖罪には、あなたが
たの家族を養う通常の食事で、10名の貧者を養え、または
これに衣類を支給し、あるいは奴隷1名を解放しなさい。（こ
れらのことが）出来ない者は、3日間の斎戒をしなさい。そ
れがあなたがたが誓いをした時の賠償である 30。

次に、婚姻関連に関しては、例えば第24章33節にも次のような
女奴隷との結婚及び解放を推奨する章句がある。

結婚（の資金）が見つからない者は、アッラーの恩恵によ
り、富むまで自制しなさい。またあなたがたの右手が持つ者
の中、（解放の証明）証書を求める者があって、あなたがたが
かれらの善良さを認めるならば、その証明を書きなさい。な
おアッラーがあなたがたに与えられた資財の一部をかれらに
与えなさい。奴隷の娘たちが、貞操を守るよう願うならば、
現世のはかない利得を求めて醜業を強制してはならない。か
の女らが仮令誰かに強制されたなら、アッラーがやさしく罪
を赦し、いたわって下さろう 31。

また、特に女性に関するものとして、例えば第24章31節に次の
ようなものがある。

信者の女たちに言ってやるがいい。かの女らの視線を低くし、貞
淑を守れ。外に表われるものの外は、かの女らの美（や飾り）を目立
たせてはならない。それからヴェールをその胸の上に垂れなさい。
自分の夫または父の外は、かの女の美（や飾り）を表わしてはならな
い。なお夫の父、自分の息子、夫の息子、また自分の兄弟、兄弟の
息子、姉妹の息子または自分の女たち、自分の右手に持つ奴隷、ま
た性欲を持たない供回りの男、または女の体に意識をもたない幼児
（の外は）32。

このように、クルアーンにおける奴隷に関する記述は25件存在
し、また奴隷解放の推奨などが既に明記されていた。
但し、主人は奴隷を扶養する義務を負っていた。柳橋博之は、奴
隷の扶養に関する各学派の見解の相違はあまりなく、争点もないこ
とを指摘している 33。
そして、ブハーリー（1329没 34）は、奴隷身分を「他人によって所

有されうることから由来する法的な劣等性」と定義して
いる 35。それは、「法的に劣等であるがために、身体的に強健であっ
ても、証言や司法や後見や所有や婚姻などの能力を欠いている 36」
とされている。但し、柳橋博之が指摘するように、この劣等性は主
人の権利の保護を目的とするものであり、従って主人がその制限を
撤廃すれば、奴隷がその本来持っていた行為能力、例えば財産所有
権などを回復する 37。

2．奴隷の用語法
クルアーンで使われる用語以外にもアラビア語では、奴隷を表す
言葉は数多い。
基本的に、イスラム世界で奴隷一般を表す言葉としてはラキーク

があげられる。その本来の意味は「新たに所有された奴隷 38」と
いうものであり、イスラム法上では奴隷状態、奴隷身分のことを
「繊細さ」「純粋さ」を意味する3語根 から形成されたリック 

という用語で表現する 39。女奴隷をさす代表的な用語としては、セ
ム系の言語から流入しヘブライ語の聖書でも同様に女奴隷として
使われている 40女性名詞アマ、「流れ、走り」を原義とする3語根 

から形成された能動分詞女性単数ジャーリヤ があげられ
る。また、それら以外にも「喜び」を意味する3語根 から形成さ
れた奴隷身分の側妾をさすスッリーヤなど、奴隷をさす用語
は実に豊富である。また、「描写、賞賛、貢献」を意味する3語根

から形成された奴隷身分の召使いをさすワスィーフ、原義を「装
飾」とする3語根から形成された、奴隷身分の歌姫をさすカイ
ナという用語もある。
次に、男奴隷をさす代表的な用語としては、「欲望による興奮」を

原義とする3語根gh-l-mから形成された動名詞グラームと、
「所有」を示す3語根m-l-kから形成された受動分詞男性単数形マム
ルークがある。そして、アラブの歴史史料の中では、アブ
ド は黒人奴隷を、マムルークはトルコ人などのいわゆる白人奴
隷を意味する用法が早くから成立していた 41。
では、マムルーク朝期においては奴隷を示す用語はどのように定
義されていたのだろうか。その手がかりのひとつとして、イブン・
マンズール （1233-1311/1242）の編纂した辞書『リサーン・
アルアラブ』43がある。これはイブン・スィーダ 

（1066没）らの先行する複数の辞書から抜粋した記事を統合して
執筆されたものであり、その完成度の高さからアラビア語学史上に
おいて最も有名な作品のひとつとなった。アブドの項 44に特に奴隷
概念について詳しい説明があるので、それからみてみたい。まず、
以下のように定義されている。「自由人と、奴隷 とを問わ
ず人間。そこから、人間とは創造主に所有された存在であるとみな
される」。また、イブン・マンズールは次の節で、以下のように説明
している。「アブドとは、所有された者であり、自由人

の反対である」。ここでは、アブドが明確に自由人と区別され、マ
ムルークという語を使って定義されていることにも注目したい。次
に、ウブーディーヤという抽象名詞は、「財産として生まれた
アブドたちに特にイビッダーという複数形を使う者もある。」と定義
されている。これも、アブドが他者の所有、つまり奴隷であること
を明示していると考えていいだろう。
加えて、イブン・マンズールは預言者ムハンマドの教友、アブー・

フライラの次のようなハディースを紹介している。「お前たちの中の
誰一人として、お前の奴隷 に対して私の奴隷 、私の
女奴隷 と言ってはいけない。」
奴隷に対してアッラーの僕をさす言葉（アブド）では呼ばないよ
うにという預言者の言行が、マムルーク朝期に成立した辞書とハ
ディース集に共に取り上げられているということは、その奨励が当
時でも生きていた証拠である。
では、女奴隷をさす言葉はどのように定義されているだろうか。
まずジャーリヤからみてみると、「ジャーリヤとは、少女性の明白な
若い女性 である 45」とされている。ジャーリヤは従来の研究で
は女奴隷をさす用語とされてきたが、ここではアブドの場合と異な
り、特に奴隷身分をさすと定義されていないことに注目したい。こ
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れに対して、奴隷身分の側妾をさすスッリーヤは、「スッリーヤとは
財産として、また性的交渉のために所有された女奴隷 で
ある 46」とされている。財産であるとの表現から、スッリーヤが明
らかに女奴隷としての意味で使われていることがわかる。

Ⅲ．女奴隷の社会生活

1．女奴隷の売買
イスラム世界における奴隷は、人としての性格と物としての性格
を併せ持つことが特徴とされる。物としての奴隷の性格が最も顕著
に現れ、人と最も異なる点は、奴隷が売買と贈与の対象となること
である。
奴隷の売買の手段としては、1.奴隷市場、2.個人間の取引、の二

つが考えられる。
『千夜一夜物語』においては、奴隷売買は、奴隷市場においてか、
買い主のもとに奴隷商人がやってくるといった形で行われている。
同時代史料との比較が可能なライデン版から事例を抜き出してみる
と、「女奴隷アニース・アルジャリースとヌール・アッディーン・イ
ブン・ハーカーンの物語」には、奴隷の売買の記述が幾度か現れる。
王に素晴らしい女奴隷を望まれたワジール 47（宰相）は、すぐさま市
場に向かい、奴隷商人に「10,000ディーナール（金貨の単位）以上の
美しい女奴隷がやってきたら、売りに出す前にこちらに見せるよう
に 48」と命令する。そして、女奴隷アニース・アルジャリースがペ
ルシア人の仲買人の手によって大臣のところに連れてこられるが、
仲買人は彼女の値段を聞かれて次のようにいう。

ああ、ご主人様 !　彼女の値段は10,000ディーナールでご
ざいます。しかし、彼女の持ち主が誓って申しますには、彼
女が食べました鶏や、彼女が飲みました酒、そして彼女の先
生方からいただきました恩賜の衣といったものの値段がそれ
ではまかないきれないとのことでございます。なぜなら、彼
女は書道、言語学、アラビア語、クルアーンの解釈、文法
学、医学、法学などを修め、それと同様にあらゆる諸楽器の
演奏にも通じているのでございます 49。

この台詞は、女奴隷アニース・アルジャリースが主人のもとで衣食
住を保証され、また高度な教育を受けていたことを示唆するもので
ある。そして、仲買人はその養育費をも大臣に払えと要求している。
『千夜一夜物語』、特に19世紀に成立し、ライデン版よりも多く
の話を含むカルカッタ第二版では、このような高度な教育を受けた
女奴隷の物語は少なくない。ライデン版には女奴隷を主人公とする
話や、物語の主体とする話は収録されていないが、カルカッタ第二
版にはそのような女奴隷の話が収録されている。特に有名な女奴隷
は、女奴隷タワッドゥド 50であり、彼女は並みいる学者や書道の大
家、音楽家などと競い、その全てに打ち勝ち主人を救うという筋立
てである。また、主人と生き別れになった女奴隷が男装してスルタ
ンになり、善政を行う話まで存在する 51。前嶋信次は、論文「アラ
ビアンナイトの女たち 52」において、『千夜一夜物語』カルカッタ第二
版に登場する女性像には優しく穏やかな理想の女性像から、男を手
玉にとる悪女まで、様々な女性が姿を現すことを指摘した。その中
に、このように、後世の版ではあるが、才能ある女奴隷が活躍し、
能動的な役割を果たす話が多いことも念頭においておきたい。
ここで再びライデン版の事例に目を転じると、奴隷の売却も同じ
く奴隷市場で行われている。主人ヌール・アッディーンの家が傾き、

家財を売り払ってもう売るものがなくなったとき、アニース・アル
ジャリースは以下のようにいう。

我がご主人さま、私に考えがあります。すぐに起き上がっ
て、私を市場に連れて行ってお売りください。あなたは、お
父上が私を10,000ディーナールでお買い求めになったこと
をご存知です。多分、力強く偉大なるアッラーはあなたに、
この値段に近い（金額を）お与えになるでしょう。もし力強く
偉大なアッラーが私たちが再び会うことを思し召しなら、私
たちはめぐり会うことができるでしょう 53。

奴隷が家財になりうる、また奴隷自身が自分の価格、すなわち価
値を覚えていて売却を助言するという例である。
このように、物語である『千夜一夜物語』ライデン版においては、
女奴隷の売買の事例は5件ある 54。そしてこの5件全てにおいて、女
奴隷の売買の場面では全て奴隷商人や奴隷市場が登場するのである。
対して、著者が公証人であるために、個人間取引の記録が中心と
なるものが『日録』である。奴隷の売買の事例は16件あるが、その
中で奴隷市場が出てくる事例は1件 55のみである。個人間の女奴隷
売買の事例をあげると、例えば次のようなものがある。

私は、ある貴婦人の娘で私の親族である女性に対して、証
言した。彼女は、シャイフ、アブー・ファドルの、（シリアに）
輸入されたエジプト人の女奴隷 を購入した。その奴隷
の名前はファーイダであり、売却価格は17アシュラフィー
（金貨の単位）であった 56。

Goiteinは、9-12世紀のユダヤ社会における奴隷と女奴隷に関す
る論文で、当時のユダヤ社会においては奴隷の取引は奴隷市場では
なく、二人の私的な個人間取引によって行われていたことを示し、
その理由としてユダヤ商人が奴隷取引に関わっていないことを理由
にあげた 57。だが、このような公証人を伴う個人間における奴隷の
売買が当時のダマスクスのムスリム社会においても浸透していたこ
とがわかる。同時代史料である『千夜一夜物語』ライデン版と『日録』
のこのような記述の差が現れた原因として、『日録』の記述がイブン・
タウク本人が仕事として関わった事例が中心であるためだと考えら
れる。もうひとつの理由としては、『千夜一夜物語』ライデン版は物
語であるがゆえに、より話の盛り上がる奴隷市場という「場」が描か
れたのではないだろうか。

2．女奴隷の仕事
『千夜一夜物語』『大旅行記』『日録』には、さまざまな場で働く多様
な仕事を持つ女奴隷の姿が頻出する。本節では、同時代に成立した
三つの史料から、女奴隷の仕事の特徴について考察してみたい。
次の表は『千夜一夜物語』ライデン版、『大旅行記』、『日録』に書かれ

ている女奴隷ジャーリヤ のうち、仕事・役割が判明している
者の事例を表にしたものである。
女奴隷をさすジャーリヤの仕事が判明している事例は計161件

（『千夜一夜物語』ライデン版件69件、『大旅行記』64件、『日録』28件）
である。それぞれの項目に関して説明すると、軍事とは軍事行動に
従事している場合をさす。使者とは、使者として伝言や手紙などを
持って派遣される場合である。随行とは、日常生活の中で供として
主人と共に在る場合である。対して、随行（遠方）とは、遠方への旅
などに随行する場合である。売買、及び贈り物とは、女奴隷自身が
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売買・贈与の対象となる場合である。

『千夜一夜物語』 『大旅行記』 『日録』
軍事  0（0％）  2（3.13％）  0（0％）
使者  2（2.90％）  1（1.56％）  3（10.71％）
随行 14（20.29％）  5（7.81％）  3（10.71％）
随行（遠方）  0（0％） 11（17.19％）  1（3.57％）
召使い 21（30.43％）  9（14.06％）  2（7.14％）
売買  5（7.24％）  4（6.25％） 15（53.57％）
贈り物  0（0％） 19（29.69％）  1（3.57％）
側妾  1（1.45％）  3（4.69％）  0（0％）
歌舞音曲  8（11.59％）  3（4.69％）  0（0％）
その他 16（23.19％）  9（14.06％）  3（10.71％）
合計 69 64 28

まず、『千夜一夜物語』ライデン版の事例から考えてみたい。召使
いとして働く比率が約三割と一番高い。これは、女奴隷の仕事とし
て、召使いとしての職務が重要であったことを示唆している。召使
いとしての職務の内容は、取次ぎ 58や給仕 59といった男奴隷や宦官
と共通するものの他に、女主人の服の着替えの手伝い 60といった、
女奴隷にしかできないものも存在する。次に多いのが主人の外出の
際の随行で約二割ある。主人の外出の際の随行の事例14件の主人
の性別は、男主人2件 61、女主人12件 62である。つまり、女主人の
外出に女奴隷が随行するという図式が存在しているといえる。
一方、『大旅行記』においても、同じく召使いとしての事例が多い

が、他にない特徴としては贈り物としての事例が多いことがあげら
れる。これはウラマーとして広く旅をし、行く先々で自身が女奴隷
を贈られる場合も多かった『大旅行記』ならではの特徴といえる。ま
た、女奴隷が贈り物として好まれたであろうことは容易に推測でき
る。遠方への随行の事例が多いのも、同じくイブン・バットゥータ
自身が旅をしていたこと、及び旅の途上で同じく奴隷をつれた旅人
と会う機会に恵まれていたからだといえよう。
これらに対して、『日録』では売買の対象としての女奴隷の記述が
非常に多い。これは、公証人としての職務として、女奴隷の売買に
立ち会う機会が多かったイブン・タウクの特徴が出ているといえる。
これらの検討から、まず史料によって女奴隷の仕事の記述に差が
あることがわかる。そのような中でも共通するのが、召使いとして
の職務と随行としての職務である。それに加えて、女性に特有の
仕事として、歌舞音曲の演奏や側妾、料理といったものがあげられ
る。自由人の女性が男性のいる場で働く、特に顔を見せて働くとい
うことは通常困難であったと推測される。そのため、働く場におい
ての女奴隷の必要性は、男の奴隷とは別の意味で高かったのではな
いだろうか。同じく随行の事例も、女主人の随行という職務の性格
から女性の方が好ましいとされたと推測できる。特に『千夜一夜物
語』ライデン版で女奴隷の随行の事例が多い理由としては、女主人
につき従う女奴隷というモチーフ、いわば女主人を飾る存在として
描かれているためだろう。

3．女奴隷の犯罪
『千夜一夜物語』と『大旅行記』、『日録』においては、奴隷が犯罪を
行う姿もまた描かれている。『日録』では、奴隷の犯罪に関する記述
は27件あり、その内容は窃盗 63、殺人 64、盗賊 65、売春 66、逃亡 67

などである。また、略奪 68や殺害 69といった犯罪の被害者となる例
も3件存在している。『大旅行記』や『千夜一夜物語』には奴隷の犯罪
の事例はあまり描かれていないが、盗みの他に姦通といった事例が

ある。なお、これらのうち女奴隷の犯罪の事例は11件ある。
例えば、女奴隷の窃盗の事例をあげると、『日録』には次のような

ものがある。

聞くところによると、法官が黒人の女奴隷 の手首を
切断した。というのも、彼女はイブン・サーリフ・アルバス
ラウィーの財産を盗んだからである。それから、彼（法官）
は、彼女から（財産を）取り返した 70。

『日録』には同様に盗みを働き、手首を切られ、絞首刑に処され
る男奴隷の記述も存在する 71。このような他人に対する窃盗のほか
に、『大旅行記』「夜の叫びの逸話 72」では、奴隷が主人の金品を盗む
記述が存在する。

また、彼 73は女奴隷 と奴隷を購入した。とこ
ろで彼は、自身の衣服の袋の下に金貨を残したままにしてお
く習慣であった。というのは、彼は金貨に関して誰一人（人
を）信じていなかったからである。しかし、その奴隷と女奴
隷は金貨を奪うことに合意し、そして彼ら2人は金貨を奪っ
て逃げた。彼が家に帰ったとき、彼は奴隷たちの痕跡も見
つけることができず、また金貨も見つけることができなかっ
た。そこで、彼は飲食を控え、その結果病がひどくなった。

主人の側近くに使える奴隷だからこそ、隠していた金品の場所を
知ることができた。購入された奴隷は、大抵主人の身の回りの世話
をするなど側近くに仕えるため、非常に近い存在となる。その繋が
りが逆にこのような危険をもたらす場合もあったことは想像に難く
ない。
また『日録』には女奴隷の売春の事例も存在する。

ハナフィー 74（家）において、以下の話があった。「ダマス
クスの女奴隷たち が求めによって、ハンバル家に
やってきていた。そして、ハンバル家において、罪深い人々
（男達）が、家の広間にやってきた。女性たちは広間（という
場所）を得て、（性行為を）数多くなした。（中略）」。その話の要
約によれば、彼女たちは多くが悪しき者であり、アクシャル
とその全員が逮捕され、拘留された。

このような売春の記述はもう一例ある 75。同じく売春が発覚し、
逮捕の対象となっていることから、この時代のダマスクスにおいて
は、奴隷の売春は非合法とみなされていたことがわかる。
『日録』には奴隷の逃亡記録も残されている 76。だが、逃亡した奴
隷がその後捕まった事例はない。他方、逃亡した女奴隷がナーイブ
（臨時総督）の家に逃げ込む次のような事例が存在する。

（891年9月11日 / 1486年9月10日 77）火曜日（の出来事）。
アルガッズィー、すなわちラディー・アッディーンについて
以下のように言われた。彼は、義理の母親のもとにいる白人
の女奴隷を殴った。なぜなら彼女は、彼の義理の母の家にい
た異国の男が性交渉を持ったのではないかと疑われたからで
ある。そこで、彼女はナーイブの家に逃亡した。彼女は、彼
（ガッズィー）の家にはお金のはいった二つの壺があると語っ
た。そこで、ナーイブは彼の元に警護長と、ナキーブ（執達
吏）を送った。それから、私の主であるシャイフのもとに面
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会のためにやってきた。私の主であるシャイフは彼らにそれ
を許さなかった。それで、その女奴隷はナーイブの家にいつ
づけた 78。

この女奴隷が結局どうなったかは書かれていないが、主人の家族
に嫌疑をかけられ、殴られた場合でも奴隷が臨時総督という役職ゆ
えにナーイブの家に保護を求めて逃げ込むという図式が存在してい
る。女奴隷と主人の家族との間で問題が発生し、暴力を振るわれた
場合でも法的な保護が期待できたことを表すものである。
同じく『大旅行記』においても、イブン・バットゥータ自身が、二

度奴隷に逃げられた記述を残している 79。このように、奴隷が逃亡
することはしばしばあっただろうと推測される。しかし、主人に
とって自分の奴隷の逃亡は、奴隷自体が持つ財産的価値から見て
も、精神的な衝撃から見ても、大きな痛手を与えるものであったと
考えられる。
『日録』の記述からは、現実の上でもこのように罪を犯す奴隷、ま
た逆に主人と共に犯罪に巻き込まれる奴隷など多様なあり方があっ
たことがわかる。

4．女奴隷と解放
Ⅱでのべたように、奴隷解放はムスリムにとって重要な善行のひ
とつであった。例えば、クルアーン第2章177節には以下のように
ある。

正しく仕えるということは、あなたがたの顔を東または西
に向けることではない。つまり正しく仕えるとは、アッラー
と最後の（審判の）日、天使たち、諸啓典と預言者たちを信
じ，かれを愛するためにその財産を、近親、孤児、貧者、旅
路にある者や物乞いや奴隷の解放のために費やし、礼拝の務
めを守り、定めの喜捨を行い、約束した時はその約束を果た
し、また困苦と逆境と非常時に際しては、よく耐え忍ぶ者。
これらこそ真実な者であり、またこれらこそ主を畏れる者で
ある 80。

上記のように、クルアーンにおいても、男奴隷・女奴隷を問わず
奴隷の解放は推奨されていた。では、当時の人々はどのような時に
女奴隷の解放を行っていたのだろうか。
例えば、『日録』には次のような記述がある。

（890年11月1日 / 1485年11月9日）祝福された月初め、水
曜日（の記録）。その前日、私の主であるアッサイイド・カ
マール・アッディーンと、その書記と、シハーブ・アッディー
ン・アルアッカーリーが死者の家にやってきた。（中略）私達
は、（死んだ）彼女の家で、彼女からの遺産を整理して書き記
した。立会人は、重要なシャイフであり、彼女の夫であるバ
ハーゥ・アッディーン・ムハンマド・アルファッラーであっ
た。私の主であるアッサイイド・カマール・アッディーンは、
バハーゥ・アッディーンと、彼女（彼の妻）の黒人の女奴隷、
ハリーラートの件について話した。私の主であるアッサイイ
ド・カマール・アッディーンに、バハーゥ・アッディーンは
以下のように話した。「私は死者（彼女）が死ぬ直前に次のよう
にいうのを聞いた。彼女が言うには『実に、私の女奴隷は自
由の身です。そして、私はそのこと（自由身分に解放したと
いうこと）を、既に書き記しました。』」そこで、別の者（彼女

の夫）が、そのこと（女奴隷が解放されたということ）を書い
た。それで、（女奴隷は）ムスリムの自由に属する（全ての人々
と同じような）自由人となった。私の主人、カマール・アッ
ディーンは、彼女（女奴隷）に次のように言った。「お前が、私
のもとか、お前の女主人の夫のもとか、もしくは他の場所
（という選択肢）のいずれを選ぼうと、お前は自由の身であ
る。お前は誰かに何かを負うことはない」81。

この事例では、女奴隷の女主人が、死ぬ前に自分の女奴隷を解放
するために証書を作成したこと、死後遺言に則り、夫やイブン・タ
ウクら証人の同席のもと、女奴隷が解放されたことが示されてい
る。女奴隷をただ解放するのみではなく、その後の身の振り方が提
示されていることにも注目したい。
死の直前の奴隷の解放の描写は、『千夜一夜物語』にも現れる。例

えば、「商人と魔王の物語」でも、死期を悟った商人が奴隷の解放を
行っている。

彼は遺産の分配と遺言をはじめた。そして、彼は借金を
返却して、贈り物をし、与え、喜捨を行い、クルアーンの読
み人たちに命じて彼のためにクルアーンの読誦会 82を行わせ
た。それで彼は公正な公証人たちを連れてきて、女奴隷たち
と奴隷たち を解放し、年長の子供たちに彼自身の
財産から子供たちの取り分を与え、年少の子供たちを（面倒
をみてくれる者に）ゆだね、彼の妻に財産と（婚）資の全てを
与えた 83。

まず彼は贈り物や喜捨などの善行、クルアーンの読誦会という信
心深い行為を行った。その後、公証人を呼ぶという正式な手続きを
踏んだうえで、わざわざ奴隷を解放し、それから家族に遺産を分配
している。ここでは、物語の作者が、死の前に行うべき行為のひと
つとして奴隷の解放を考えていたといえる。
他方、「アリー・イブン・バッカールと女奴隷シャムス・アンナハー

ルとの物語」では、カリフが寵姫の死後、彼女の女奴隷全てを解放
する 84という場面がある。これは、カリフの悲嘆と度量の大きさを
示そうとした記述である。
他に解放が描かれている場面として、祝祭がある。『千夜一夜物

語』の「海生まれのジュッラナールとその息子バドル王子の物語」で
は、長い間子供に恵まれなかった王に王子が誕生した時の祝祭の様
子を次のように描写している。

王は、侍従たちやアミールたちに、街を飾るように人々
に命じさせた。そして、牢獄を開き囚人たちを自由の身にし
て、孤児たちと未亡人たちに衣服を着せ、喜捨を行い、良き
知らせを（街に）響かせ、盛大な祝祭を行った。貴顕の者たち
も民衆たちも祝祭にやってきた。そして、彼は宦官たち�

、女奴隷たち 、マムルークたちを解放し
た 85。

この場面では、死に際しての解放と同様、祝祭時に他の諸々の善
行と共に奴隷の解放が行われている。このような祝祭の場面は『大
旅行記』にも現れる 86。奴隷の解放が、祝祭の際ふさわしい行為と
考えられていたといえるだろう。
以上のような解放の場面をふまえると、奴隷解放という行為は、
決して特例ではなく、主人の死の際や祝祭時に頻繁に行われ、かつ
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善行として認識されていた。そのため、『千夜一夜物語』においても、
一般民衆になじみの場面として、奴隷解放が登場するのだろう。

5.  女奴隷の死亡録
本稿のはじめに、今回使用する三つの史料には、その記述の目

的や様式、性格に違いがあることを述べた。『千夜一夜物語』ライデ
ン版については、奴隷の死亡の描写は存在しない。『大旅行記』にも、
イブン・バットゥータ自身の女奴隷の死亡の記録 87を別とすれば
あまり記述は現れない。だが、『日録』のみに頻出するのが、奴隷の
死亡記録であり、51件の事例が存在する。どのような奴隷たちが、
どのような状況で死去し、なぜそれをイブン・タウクがわざわざ書
き留めているのか、それに関して考えてみたい。
まず、死亡記録52件のうち、女奴隷の死亡記録はジャーリヤ24

件、スッリーヤ10件と全体の半分以上を占める。つまり、男奴隷
や宦官と比較して、女奴隷であるジャーリヤとスッリーヤの記述が
多いといえる。では、イブン・タウクはどのような女奴隷の死亡記
録を記しているだろうか。側妾であるスッリーヤの死亡録には、次
のようなものがある。

カーディー（裁判官）であるシハーブ・アッディーン・アル
アジュルーニーの側妾でカーディーの子供たちの母で
あったものが死去した。サギール門 88近くに葬られ、私（イ
ブン・タウク）は葬儀に参列した 89。

スッリーヤは側妾であり、かつ奴隷身分である。しかし、その葬
儀にウラマーである著者が参列している点に注意を払いたい。
スッリーヤの死亡記録のみではなく、女奴隷ジャーリヤの記録も
多い。例えば、次のようなものがある。

この日、902年11月9日 / 1497年7月10日に、このごろ出
産を行ったイブラーヒーム・アッサッバーグの娘が死去した。
また同じ日に、古い食堂に勤めていた年老いた黒人の女奴隷
が死去した 90。

上記のように、自由人の女性の記録と同列に死亡記事が記される
例も存在した。
このように女奴隷は、自由人の女性と同じく死亡録に残され、か
つ葬儀の様子や埋葬される場所まで記されることもある。主人の子
供を産めば家族の一員となる 91のみならず、ウンム・アルワラド 92

という地位を獲得する女奴隷は、主人にとって近しい存在とみなさ
れていたのではないだろうか。
以上、本稿では『千夜一夜物語』、『大旅行記』、『日録』から女奴隷の
事例を抽出し、分析することを試みた。
同時代の年代記である『日録』や旅行記の記述と、文学作品である

『千夜一夜物語』ライデン版には、それぞれの史料には事例の比率に
違いはあるが、基本的には女奴隷の描写は符合している。結論と
していえば『千夜一夜物語』ライデン版の女奴隷においては、特に現
実から遊離した姿は描かれていないように思える。女奴隷自体をモ
チーフや主人公として扱った話は非常に少なく、強いていうなら
ば、「女奴隷アニース・アルジャリースとヌール・アッディーン・イ
ブン・ハーカーンの物語 93」と「海生まれのジュッラナールとその息
子バドル王子の物語 94」のみである。前者は、忠実な美しい女奴隷
とその主人との恋愛譚であり、ある種理想化された奴隷像が描かれ
ている。後者もジュッラナールと王との恋愛譚であるといえるが、

しかし彼女が奴隷身分であることが強調されるのは登場時の出会い
のさい、美しい女奴隷として売られてくる場面のみであり、その
後子供をもうけてからは、奴隷身分であったことには何も触れられ
ず、むしろ人間ではない海の王の一族であることに主眼がおかれて
いる。ライデン版より後に成立した『千夜一夜物語』カルカッタ第二
版では女奴隷をモチーフとする話は増加する 95。また男奴隷が主人
からの解放を拒否する話 96など、奴隷であることや奴隷制というシ
ステムが話のレトリックとして用いられたり、誇張されたりしてい
るものも存在する。これは、ライデン版の約4倍という全体の話の
分量の違いに起因するのか、それとも後の時代の奴隷観が影響して
いるのかはわからないが、ライデン版には、このような描かれ方は
見られない。一般市民の持つ普通の奴隷よりもある程度の定型化し
た富裕層の生活を飾りつける奴隷像が多いという特徴はあるが、ラ
イデン版ではそのほとんどが社会のさまざまな場で働く奴隷であ
り、その描写は実際の社会の女奴隷を含む奴隷全般の姿を映し出し
た、現実社会の鏡としての奴隷像であるといえる。
これらを踏まえて、三つの同時代史料から浮かび上がった女奴隷
について考えてみると、イスラム世界の女奴隷にはさまざまな仕事
があり、また、売買が頻繁に行われ、死亡までが記録されることが
あったこと、加えて解放が頻繁に行われ、その行為は善行に分類さ
れ宗教的な価値が付随していたことがいえる。
つまり、女奴隷は非常に広い範囲でイスラム社会に浸透してい
た。これは、家内奴隷が社会生活において重要な役割を果たしてい
たことの現れである。また後宮における仕事や歌姫といった、女奴
隷にしかできない仕事の存在は、女奴隷が自由人の女性には不可能
な社会的職能を担っており、特殊な価値を持っていたことを示唆す
る。また、その職能ともあいまって、女奴隷は主人に近しい存在と
みなされていたといえるだろう。
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